
 

 

平成 16 年 8 月 10 日 

株式会社名古屋銀行 

                

 

 

中国人民元建て融資にかかる保証契約の締結について 

 

 

名古屋銀行（頭取  加藤千麿）では、平成 16 年 8 月 2日、岸本工業株式会社（本社：静

岡市北丸子一丁目 30 番 60 号 代表取締役 岸本学、資本金 12 百万円、昭和 21 年７月設

立）様との間で、「中国銀行（本店：中華人民共和国北京市）との人民元建て融資に関する

業務提携」に基づく人民元建て融資保証契約を締結しました。今回の人民元建て融資保証

契約の締結は、当行第一号となります。 

上記契約に基づき、平成 16 年 8 月 9 日、中国銀行は同社現地法人に対し、100 万人民元

の融資を実行いたしました。 

 

記 

 

1. 成約経緯 
家電製品部品・プレス金型製作メーカーである岸本工業株式会社様は、1997 年 7 月、

中華人民共和国上海市に 100％出資の子会社「上海岸本模具制造有限公司」を設立。 

今般、製造機械購入資金調達手段として当行が保証し、中国銀行青浦支店から人民元

融資を受ける方法を提案、成約に至りました。 

 

 

2. 最近の中国金融事情 
2004 年 7 月、中国国家外貨管理局の通知により外資企業による外貨資本金の人民元へ

の交換や外債登記に対する管理が強化・明確化されました。日系銀行の中国現地支店に

限らず、中国地場銀行でも金融引き締めにより、人民元建て融資の審査が厳しくなって

いる状況との情報があります。 

 

 

 

以  上 


